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１．基本方針

美馬市水道部では、お客様に安全で良質な水をお届けするために、水源から蛇

口にいたるまで定期的な水質検査を行い、水質の監視及び管理を行っています。

水道法には、水道事業者が毎年度「水質検査計画」を策定し公表することが規

定されています。

水質検査計画は、採水する場所、項目及び頻度について事前にまとめたもので、

この計画に従って水質検査を行い、結果を公表することによって、適正化と透明性

の確保を図り、さらに計画を毎年見直すことによって、より一層安全で安定した良質

な水の供給に努めていきます。

１） 過去の水質検査結果、水源周辺の状況を総合的に検討します。

２）水質検査基準項目については水質基準に関する省令（平成１５年５月３０日

厚生労働省令第１０１号）に基づき実施します。

３）過去の状況及び水道の規模等を考慮して合理的な検査回数及び箇所数を

設定します。

４）臨時に行う水質検査の用件及び実施方法等も定めます。

５）検査結果を利用者に公表し、必要に応じて検査計画を見直します。
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２．水道事業の概要

１）給水状況

美馬市では上水道（３区域）と簡易水道（４施設）を管理しています。

施設の概要は次のとおりです。

※令和５年３月３１日現在

２）美馬市上水道施設の状況

・美馬町区域

美馬町の主な地域を給水区域とし、水源は３箇所あります。何れも一級河川

吉野川水系の北岸に位置し、一日平均約３，５００ｍ３を取水し塩素滅菌処理を

行った後、各地域に散在する２０箇所の配水池を経由して各地域に安全で良質

な水を供給しています。

水源の種類と所在地は次のとおりです。

行政区域内人口 ２７，５６１ 人

給 水 人 口 ２５，６６７ 人

給 水 戸 数 １１，７００ 戸

一日平均配水量 １４，４４９ ｍ３

一人一日平均給水量 ３２０ Ｌ

水源の名称 種類 浄水場の所在地

中央水源 伏流水（浅井戸） 美馬市美馬町滝宮１４５番地２

美馬市美馬町滝宮１４５番地３

西部第 1水源

西部第 2水源

地下水（浅井戸）

地下水（浅井戸）

美馬市美馬町字城２９番地１

三頭水源 地下水（表流水） 美馬市美馬町字正部９５番地１
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・脇町区域

脇町の主な地域を給水区域とし、水源は一級河川吉野川水系の北岸に１０地

点及び曽江谷川水系に２地点位置し、一日平均約７，０００ｍ3 取水し、塩素滅菌

処理（清水地域のみ緩速ろ過処理後に塩素滅菌処理）を行った後、各地域に散

在する２５箇所の配水池を経由して安全で良質な水を供給しています。

水源の種類と所在地は次のとおりです。

水源の名称 種類 浄水場の所在地

脇町第１水源地 伏流水 (浅井戸)

美馬市脇町大字北庄字上庄１３１３番地

脇町第３水源地 地下水 (深井戸)

脇町第４水源地 伏流水 (浅井戸)

脇町第７水源地 伏流水 (浅井戸)

脇町第８水源地 伏流水 (浅井戸)

脇町第９水源地 伏流水 (浅井戸)

脇町第５（曽江）水源地 伏流水 (浅井戸) 美馬市脇町字曽江名５０番地４

脇町西部水源地 地下水 (浅井戸） 美馬市脇町字小星６３９－３

脇町新西部水源地 地下水 (浅井戸） 美馬市脇町字小星１６３－２

脇町岩倉水源地 地下水 (浅井戸） 美馬市脇町助松１８１５－３

脇町清水水源地 河川 (表流水) 美馬市脇町字西俣名１７０９－４

脇町中の谷水源地 地下水 (浅井戸） 美馬市脇町字川原柴２４８－３
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・穴吹区域

穴吹町の主な地域を給水区域とし、水源は一級河川吉野川水系の南岸及び山

間部の河川（表流水）を水源として利用し、一日平均約２，０００ｍ３取水し、塩素

滅菌処理（南部・岩屋・宮内・古宮地区は緩速ろ過後に塩素滅菌処理）を行っ

た後、各地域に散在する３０箇所の配水池を経由して安全で良質な水を供給してい

ます。

水源の種類と所在地は次のとおりです。

水源の名称 種類 浄水場の所在地

穴吹水源地 地下水 (浅井戸) 美馬市穴吹町穴吹字曽根４０番地２

穴吹町小島水源地 地下水 (深井戸) 美馬市穴吹町三島字小島６５０

穴吹町南部水源 河川 (表流水) 美馬市穴吹町三島字三谷１３２４－３

穴吹町岩屋水源 河川 (表流水) 美馬市穴吹町穴吹字山神東２１０

穴吹町大内水源地 河川 (表流水) 美馬市穴吹町口山字大内５０５－４

穴吹町宮内水源地 地下水 (浅井戸)

穴吹町古宮水源地 河川 (表流水) 美馬市穴吹町古宮字長尾３０１－２
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３）美馬市簡易水道施設の状況

美馬市の簡易水道は、木屋平地区(４施設)、６水源の施設を管理しています。各

水源より取水した水は適切な浄水処理を行い、全部で６箇所の配水池を設置して、

それぞれの地域に安全で良質な水を供給しています。

各施設の概要は次のとおりです。

水源の名称 種類 浄水場の所在地

川上水源 河川 (表流水) 美馬市木屋平字川上カケ５０３番地

木屋平水源 河川 (表流水) 美馬市木屋平字太合カケ

森遠高区水源 河川 (表流水) 美馬市木屋平字森遠

三協水源 河川 (表流水) 美馬市木屋平字弓道１５０番地３

川井水源 河川 (表流水) 美馬市木屋平字川井４６２番地４

川井高区水源 河川 (表流水) 美馬市木屋平字川井４６２番地４



6

３．水道の原水及び浄水の水質状況

１）原水の状況

・上水道

上水道は、主に地下水及び伏流水を水源としていて、安定した水質を確保して

います。

しかし、何れも市街地域に水源地が位置することから将来的に水質が悪化するこ

とも考えられるため監視を十分行います。

旧簡易水道の清水・岩屋・南部・神明・古宮地区は何れも河川（表流水）を

水源としているが、山間部の上流に民家のない地区からの取水のため良質な水質

を確保しています。

しかし、大雨などにより濁りが出ることもあるので適切な浄水処理により安定した

水を供給しています。

また、今後、廃棄物の不法投棄等による水源地の汚染のないよう充分監視を行

ってまいります。

・簡易水道

簡易水道は、何れも河川(表流水)を水源としているが、主に山間部の上流に民

家のない地区からの取水のため良質な水質を確保しています。

しかし、大雨などにより濁りが出ることもあるので適切な浄水処理により安定した

水を供給しています。

また、今後、廃棄物の不法投棄等による水源地の汚染のないよう充分監視を行

ってまいります。

２）浄水の状況

各浄水場では、水源の状況に合わせた適切な浄水処理を行っておりますので、

過去の水質検査の結果から見ても、水道法の定める水質基準を充分に満たしてお

り、安全で良質な水を供給しています。
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4．検査地点

１）浄水調査

水道法に基づく１日１回行う検査及び月１回・３ヶ月に１回・年 1回の検査は、

各水道施設毎に 1地点選定し、次の地点で行います。

上水道

（２）原水調査

地下水及び伏流水を水源とする施設については、各水源地の取水ポンプ

から直接採水して検査を実施します。

表流水を水源とする施設については、各浄水場内の着水施設より直接採

水して検査を実施します。

地区名 １日１回検査地点 定期項目検査地点

美馬中央（上水道） 美馬町字養泉１１ 美馬町字大宮西１００－４

美馬西部（上水道） 美馬町字滝下３１－７ 美馬町字谷尻６４

切久保（上水道） 美馬町字切久保２７２－２ 美馬町字切久保２７２－２

脇町（上水道） 脇町大字猪尻字東分６９－２ 脇町大字猪尻字東分６９－２

曽江（上水道） 脇町字西赤谷１００２－３ 脇町字西赤谷１００２－３

穴吹（上水道） 穴吹町三島字舞中島１５２４ 穴吹町穴吹字藪ノ下５

脇町西部別所（上水道）

脇町字野村４１４８ 脇町字野村４１５０－４

脇町字小星６２９－１－１ 脇町字小星６２９－１－１

脇町字岩倉３３７２ 脇町字岩倉３３７２

脇町中ノ谷（上水道） 脇町字横倉３２７ 脇町字横倉２５２－２

清水（上水道） 脇町字西俣名１０３５ 脇町字西俣名１０７１－１－２

古宮（上水道） 穴吹町古宮字長尾５６２－１４ 穴吹町古宮字長尾５６２－１４

神明（上水道） 穴吹町口山字田方１１３ 穴吹町口山字田方１１３

岩屋（上水道） 穴吹町穴吹字山神前５０ 穴吹町穴吹字山神前９

小島（上水道） 穴吹町三島字小島１９３３ 穴吹町三島字小島２２０７－１

南部（上水道） 穴吹町三島字三谷４１７ 穴吹町三島字三谷４１７

木屋平（簡易水道） 木屋平字谷口３３４ 木屋平字谷口３５－１

川井（簡易水道） 木屋平字川井１８７－２ 木屋平字川井２２１

川上（簡易水道） 木屋平字川上４１６ 木屋平字川上１７９－１

三協（簡易水道）
木屋平字弓道２８１ 木屋平字弓道２９８

木屋平字森遠６００ 木屋平字森遠３６９
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５．水質検査項目と検査頻度

１）給水栓での検査

給水栓における検査項目は、水道法で定める基準項目（５１項目）の中から、

過去の検査結果及び水源の状況等を考慮して検査回数を設定し検査を行いま

す。毎日検査は３項目・毎月検査は１０項目・３ヶ月に 1 回検査は２５項目・年 1

回検査は５１項目行います。

本市では、市内の給水栓２１か所で毎日検査を委託し、１０か所で残留塩素濃

度測定装置による監視を行います。

２）原水検査

水源の状況を把握するために、年１回原水において基準項目（５１項目）の中

から、消毒副生物（１２項目）を除く３９項目について検査を行います。又、クリ

プト指標菌検査は浄水施設に緩速ろ過を利用する施設については年 1回、滅菌

のみの施設については年４回検査を行います。

６．検査方法

１）検査機関に委託

美馬市では独自で水質検査を実施する事ができないので、毎日検査を除く

すべての水質検査を次の要項に基づいて選出した検査機関に委託します。

２）委託選定

・水道法２０条第３項による厚生労働大臣登録機関であること。委託先の選定

については、検査精度と信頼性を重視します。

・水道水質検査においては、その精度と信頼性の保証は極めて重要です。こ

のため日本水道協会は ISO９０００に準じた水道版 GLP（優良試験所基準）を

定めており、その考え方を取り入れた体制の検査機関であること。

・水道水質基準項目において、すべての項目が自社分析できる検査機関であ

ること。

・国及び徳島県で行う外部精度管理の評価試験を受け、信頼性の保証に努め

ていること。

・水質検査の精度は、原則として基準値及び目標値の１／１０の定量下限が得

られ、基準値及び目標値の１／１０付近の測定値において、変動係数（ＣＶ）

が金属類では１０％以下、また、有機物では２０％以下を確保すること。

・臨時の水質検査において、迅速な対応のとれる検査機関であること。
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７．関係機関との連携

１）水源及び水道施設周辺で水質事故が発生した場合を含め、安全で良質な

水道水を維持するために、徳島県や市内他の関係機関と連携して、情報交

換を図りながら現地調査等を行い、代替水源の確保や適切な浄水処理を行

います。

２）関係機関

・厚生労働省 医薬・生活衛生局 水道課

・国土交通省 徳島河川国道事務所 河川管理課

・徳島県 危機管理部 安全衛生課

・徳島県 生活環境部 環境管理課

・徳島県 西部総合県民局 保健福祉環境部 美馬保健所

・美馬市 企画総務部 危機管理課

・美馬市 水質検査・施設維持管理業務委託業者

８．その他の水質検査

１）臨時の水質検査

水道水が水質基準に適合しない恐れがある次のような場合には、臨時の

水質検査を行います。

・水源の水質が著しく悪化したとき。

・水源に異常があったとき。

・水源付近、給水区域及びその周辺において消化器系感染症が流行してい

るとき。

・浄水過程、配水過程に異常があったとき。

・送・配水管の大規模な工事、その他水道施設が著しく汚染された恐れが

あるとき。

・その他特に検査の必要があると認められるとき。

※水質に異常があった場合には、終息し安全性が確認されるまで継続して検

査を行います。

２）給水開始前の水質検査

浄水施設や配水池などの施設の新設又は改修が行われたとき、その他

必要と認められる場合に水質検査を実施します。
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9．水質検査計画及び検査結果の公表

水質検査計画は毎事業年度開始前に作成し、市のホームページ等に掲載して公

表します。過去の検査結果を検討するとともにお客様のご意見等を取り入れながら

次年度以降重点的に実施する検査項目又は省略可能な項目及び採水地点、検査

頻度について見直しを実施し、より安全で良質な水道水の供給を目指します。

主要な水質検査結果については、速やかに市のホームページ等に掲載して公表

します。
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水質検査計画

見直し

本年度も水質検査計画を公表いたしますので、計画についてのお客様のご意見を

お寄せ下さい。お客様からのご意見は、今後の水質検査計画の作成と実施にあた

り、参考とさせていただきます。

水質検査計画に関するお問い合わせ先

美馬市水道部施設課

【所在地】 〒７７７-８５７７

美馬市穴吹町穴吹字九反地 5番地

【TEL】 ０８８３－５２－２３５０

【FAX】 ０８８３－５２－５５３５

【E-mail】 shisetsu@mima.i-tokushima.jp

お客様

公表

水質検査の実施

ご意見

検査結果

（評価）

美 馬 市 水 道 部

公表


